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平成２８年度第９回庁議提案 審議・報告・その他 

                      提 出 日：平成２８年８月５日   

                      担当部・課 健康部 健康推進課〔内線２４１５〕 

① 件  名 

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  Ｂ型肝炎は、かかった場合に病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になる恐れがあること等か

ら厚生労働省においては、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について検討されてきたところである。 

  今般、予防接種法施行令等の一部改正により平成２８年１０月から定期接種化されることとなっ

た。 

【目的】 

  ワクチンを接種することで、Ｂ型肝炎ウイルスの免疫をつくり、一過性の肝炎及び慢性肝炎にな

ることを予防するとともに、人から人への伝染を防ぎ、まん延を防止する。 

  

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 予防接種法 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

  第２節 生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする 

   （１） 一人ひとりの健康づくりを推進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

  

平成２８年６月２２日 予防接種法施行令の一部を改正する政令、予防接種法施行規則及び予防接

種実施規則の一部を改正する省令公布（平成２８年１０月１日施行） 

⑤ 主な内容 

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化 

１ 開始時期 平成２８年１０月１日～ 

２ 対 象 者 平成２８年４月以降に出生した、生後１歳に至るまでの間にある者 

３ 接種回数 ３回 

４ 接種方法 指定医療機関で個別接種（皮下注射） 

生後２月に至った時から生後９月に至るまでの標準的な接種期間として、 

２７日以上の間隔をおいて２回接種した後、第１回目の注射から１３９日以上の 

間隔をおいて１回接種 

５ その他 (1)母子感染予防の対象者の取扱い 

ＨＢｓ抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として健康保険によりＢ型肝炎ワクチン

の投与の全部又は一部を受けた者については定期接種の対象者から除く。 

       (2)長期療養特例 

         長期療養を必要とする重篤な疾患にかかった等により、対象年齢内に定期接種を

受けることができなかった方への特例措置として、接種の対象年齢の上限を設けな

い。 

       (3)既接種者の取扱い 

         定期の予防接種が導入される以前に、定期の予防接種に相当する方法ですでに接

種を受けた対象者については、定期接種に規定された接種を受けた者とみなす。 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【市民への効果】 

Ｂ型肝炎ウイルスの感染症予防が図られる。（自己負担なし） 

 

【費用】 

  想定対象者数  １，１００人（参考 平成２７年９月末１歳児 １，０２５人） 

 平成２８年度 

Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 約６，２００円×２，３１０人（接種延）＝１４，３２２千円 

郵送料･接種データ入力手数料等                         ６０１千円 

計   １４，９２３千円 

 平成２９年度以降 

Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 約６，２００円×１，１００人×３回 ＝ ２０，４６０千円 

郵送料･接種データ入力手数料等                       ７００千円 

計   ２１，１６０千円 

 

   ※接種委託料等に関しては９割地方交付税措置される 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 全国の自治体において同様の取扱い 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成２８年９月    市議会第３回定例会に補正予算を提案 

平成２８年１０月１日 各指定医療機関で個別接種開始 

⑨ その他 

【周知方法】 

・市報、市ホームページへ掲載 

・対象者への個別通知 

 


